
障害福祉の動向について
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の

研修制度の改定（R元～）

静岡県健康福祉部
障害者支援局障害者政策課 

このテキストは「令和元年度相談支援従事者指導者養成研修会」、「令和５年度相談支援従事者指導者養成研修会」、「令和元年度
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者養成研修会」及び「令和５年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者養成研修
会」（厚生労働省・国立障害者リハビリテーションセンター）テキストの一部を抜粋及び改変したものです
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　　サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて

○　一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図ることができるよう、研修　
　　を基礎研修、実践研修、更新研修と分け、実践研修・更新研修の受講に当たっては、一定の実務経験の要件(注)を設定。
　　※令和元年度から新体系による研修開始。旧体系研修受講者は令和５年度末までに更新研修の受講が必要。

○　分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築する等の観点から、サービス管理責任者研修の全分野及び児童発達支援管理責
任者研修のカリキュラムを統一し、共通で実施する。

　　※　共通の知識及び技術に加えて各分野等において必要な知識や技術については、新たに専門コース別研修を創設して補完(予定)。

○　このほか、直接支援業務による実務要件を10年⇒８年に緩和するとともに、基礎研修修了時点において、サービス管理責任者等の
一部業務を可能とする等の見直しを行う。

　　※　新カリキュラム移行時に配置に関する実務要件を満たす者等について、一定期間、基礎研修修了後にサービス管理責任者等としての配置を認める経過措置。

サービス管理責任者の配
置に関する実務経験要件

児童発達支援管理責任者
の配置に関する実務経験

要件

サービス管理
責任者

児童発達支援
管理責任者
として配置

旧

【改定】基礎研修
相談支援従事者初任者研修
講義部分の一部を修了

サービス管理責任者等研修（統
一）　を修了（講義・演習: 15h）　

【新規創設】

サービス
管理責任者等

実践研修
（14.5h）
を修了

サービス管理責任者の配置
に関する実務経験要件

児童発達支援管理責任者の
配置に関する実務経験要件

【一部緩和】
※配置に関する実務経験要件を
満たす予定の日の２年前から、

基礎研修受講可

サービス管理
責任者

児童発達支援
管理責任者
として配置

改定後

【新規創設】
サービス

管理責任者等
更新研修

（13h）
※５年の間毎に

１度修了

ＯＪＴ

一部業務
可能

【新規創設(予定)】
　専門コース別研修

(注)一定の実務経験の要件
・実践研修：過去５年間に２年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験がある
・更新研修：①過去５年間に２年以上のサービス管理責任者等・管理者・相談支援専門

　　　　　　　　　員の実務経験がある
　　　　 又は②現にサービス管理責任者等として従事している

相談支援従事者初任者研修
講義部分の一部を修了

サービス管理責任者等研修共通
講義及び分野別演習を受講（１９ｈ）
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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置要件と研修受講要件

基
礎
研
修

更新研修

1 2 3 4

12

実務経験を満たす予定の日
まで２年以内前から受講可

実
践
研
修

12

基礎研修修了日以後、実践研修受講開始日前の５年間に
通算２年以上、相談支援業務及び直接支援業務（一定の
サビ管・児発管の業務含む）を行った場合に受講可

更新研修

1 2

実践研修修了の翌年度から
５年間の間に１度修了

(繰り返し修了することが必要)

…

現任者もしくは５年間の間に
２年以上の実務経験で受講可

(サビ管･児発管・管理者・相談支援専門員)

[B]実践研修を修了し、
修了証の交付を受けた日

[A]実務経験を
満たす日

【配置要件】
 ・[A]+[B]でサビ管・児発管として配置可。
 ・その上で、更新研修を修了すること。

5 5

3

静岡県では相談支援従事
者初任者研修（２日間課程　

講義部分のみ含む）

及びサービス管理責任者
等基礎研修合わせて

更新研修を期間内に
受講しなかった場合、
再び配置要件を満た
すためには実践研修

の受講が必要



サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取扱いの緩和等について

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

更
新
研
修

※
実
践
研
修
修
了
年
度

の
翌
年
度
か
ら
５
年
間
の

間
に
１
度
毎
修
了
の
必
要

配置時の取扱いの緩和等について

相
談
支
援
従
事
者

初
任
者
研
修

講
義
部
分

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

基
礎
研
修

講
義
・
演
習

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

実
践
研
修

講
義
・
演
習

入
職

入
職

＜配置に関する実務経験要件＞
相談支援業務５年

（有資格者の場合は３年）以上
もしくは直接支援業務８年以上

＜受講対象＞
相談支援業務３年以上

（有資格者の場合は１年）以上
　もしくは直接支援業務６年以上

基礎研修修了後2年以上の実務

基礎研修修了後３年間で
２年以上の実務

※基礎研修修了後に配置に関する
実務要件を満たした場合を含む。

経過措置について

①旧カリキュラムのサービス管理責任
者等研修を修了済みの者について

②基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者について
※Ｈ３１(Ｒ１)年度～Ｒ３年度の基礎研修受講者に限る

サ
ー
ビ
ス
管
理

責
任
者
等
研
修

（旧
体
系
）

修
了

配置に関する実務要件を満たしている場合は、基礎研修修
了日後３年間は、実践研修を修了していなくても、サービス
管理責任者等とみなす。

相
談
支
援
従
事
者

初
任
者
研
修
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義
部
分
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ス
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等
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修
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習
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等
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践
研
修

講
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習
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等
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修

※
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修
修
了
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度

の
翌
年
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要

既にサービス管理責任者等が１名配置されている場合は、２人目
のサービス管理責任者等としては配置可能。
個別支援計画原案の作成が可能であることを明確化。

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任

者
等
更
新
研
修

※
初
回
の
更
新
研
修
修
了

年
度
の
翌
年
度
か
ら
５
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間
の
間
に
１
度
毎
修
了
の

必
要

H31.4～（新体系移行）

施行後５年間（Ｒ５年度末まで）は、更新研修修
了前でも引き続きサービス管理責任者等として
業務可能。
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R6サービス管理責任者等実践研修 受講申込フローチャート①
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R6サービス管理責任者等実践研修 受講申込フローチャート②
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ここに該当した場合
のみ、「半年間」とな

ります。



サービス管理責任者等研修制度QA
質 問 回 答

①分野が統一された理
由は

分野を超えた連携を図るための共通基盤構築のため。な
お、専門性のある領域（児童・就労等）は、今後「専門
コース別研修」として実施を検討。（R6は児童に係る研
修を実施）

②更新研修を受けるサ
イクルは

H30までのサビ管等研修受講者：H31～R5までに１回目、
１回目を受講した１年後から５年後までに２回目・・・
R3以降の実践研修受講者：実践研修受講の１年後から５
年後までに１回目、６年後から10年後までに２回
目・・・

③更新研修を受講しな
かった場合はどうな
るか

サビ管等としての研修要件が失効する。
再度、実践研修を受講すればサビ管等として配置可。

④基礎研修修了後、い
つまでに実践研修の
受講が必要か

期限はなく、基礎研修修了後の過去5年間の間に、2年間
の直接支援等の業務経験があればよい。
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